
議案第２０号 

東京都板橋区教育委員会公印規則の一部を改正する規則 

上記の議案を提出する。 

令和３年３月１１日提出 

  提出者 板橋区教育委員会教育長 中川 修一 

 

東京都板橋区教育委員会公印規則の一部を改正する規則 

東京都板橋区教育委員会公印規則（昭和４３年板橋区教育委員会規

則第５号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中 

「 

事 業

所 印  

15  同  方 30 ミ

リ メ ー

ト ル 

教育支援センター、中央図

書館、生涯学習センター及

び郷土資料館の一般文書用 

左 記 事

業 所 長 

15 の

２  

同  同 いたばしボローニャ子ども

絵本館の一般文書用（横書

き） 

同 

事 業

所 長

印  

16  同  方 24 ミ

リ メ ー

ト ル 

教育支援センター所長、中

央図書館長、生涯学習セン

ター所長及び郷土資料館長

の一般文書用 

同 

16 の

２  

同  同 いたばしボローニャ子ども

絵本館長の一般文書用（横

書き） 

同 

                             」 

を  



  「 

事 業

所 印  

15  同  方 30 ミ

リ メ ー

ト ル 

教育支援センター、中央図

書館、生涯学習センター及

び郷土資料館の一般文書用 

左 記 事

業 所 長 

事 業

所 長

印  

16  同  方 24 ミ

リ メ ー

ト ル 

教育支援センター所長、中

央図書館長、生涯学習セン

ター所長及び郷土資料館長

の一般文書用 

同 

                                」 

  改める。 

   付 則 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 （提案理由） 

 令和３年度の組織改正に伴い、規則改正の必要があるため。 

に  
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東京都板橋区教育委員会公印規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○東京都板橋区教育委員会公印規則 ○東京都板橋区教育委員会公印規則 

昭和43年３月30日東京都板橋区教育委員会規則第５号 昭和43年３月30日東京都板橋区教育委員会規則第５号 

東京都板橋区教育委員会公印規則 東京都板橋区教育委員会公印規則 

  

第１条 ～ 第13条            略 第１条 ～ 第13条            略 

別表第１ 

番号１ ～ 14       略 

別表第１ 

番号１ ～ 14       略 

 
名称 番号 書体 寸法 用途 

公印管守

者 

  
名称 番号 書体 寸法 用途 

公印管守

者 

 

 事業所印 15 同 方30ミリ

メートル 

教育支援センタ

ー、中央図書館、

生涯学習センタ

ー及び郷土資料

館の一般文書用 

左記事業

所長 

  事業所印 15 同 方30ミリ

メートル 

教育支援センタ

ー、中央図書館、

生涯学習センタ

ー及び郷土資料

館の一般文書用 

左記事業

所長 

 

 廃止   15の２ 同 同 いたばしボロー

ニャ子ども絵本

館の一般文書用

（横書き） 

同  

 事業所長印 16 同 方24ミリ

メートル 

教育支援センタ

ー所長、中央図

書館長、生涯学

習センター所長

及び郷土資料館

長の一般文書用 

同   事業所長印 16 同 方24ミリ

メートル 

教育支援センタ

ー所長、中央図

書館長、生涯学

習センター所長

及び郷土資料館

長の一般文書用 

同  

 廃止   16の２ 同 同 いたばしボロー

ニャ子ども絵本

同  
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改正後 改正前 

館長の一般文書

用（横書き） 

番号17 ～ 25       略 

 

別表第２          略 

 

番号17 ～ 25       略 

 

別表第２          略 

第１号様式 ～ 第５号様式 略 

 

第１号様式 ～ 第５号様式 略 

 

 


